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　当金庫は、勤労者福祉金融機関としての社会的役割発揮を経営の基本理念に掲
げ、預金としてお預かりした資金を勤労者の方々へご融資させていただくことを主
要業務としております。
　現在、貸出金につきましては残高ベースで担保付住宅ローンが約 9割弱を占めてお
ります。これをリスク面からみますと、不良債権比率が低いこと、ほとんど機関保証が
付されていることに加え、信用集中リスク顕在化の影響や特定業種への集中（注）もほ
とんど無いことから、信用リスクは極めて限定されているといえます。一方、預金に比
べ融資の金利固定期間が長期に亘ることから、金利リスクは蓄積される傾向にあります。
　このため当金庫では、将来に亘って安定した収益を確保していくうえで金利リス
クの管理が極めて重要であるとの認識の下、統合的なリスク管理によりリスクの適
正コントロールに努めております。
　リスク管理方法の概要は次のとおりです。
　①リスクの評価・モニタリング

　有価証券については日次で、その他の預貸金を含めた金利感応性のある資産・
負債について月次で、VaRによりリスク量を計測し、資本配賦による限度額管理を
行っております。なお、有価証券については別途、BPVでも限度額管理を行って

おります。このほか、平成19年3月から施行された新しい自己資本比率規制（バ
ーゼルⅡ）を受け示された「アウトライヤー基準」に基づくリスク量についても月次
でモニタリングを行うことで、金利変動に伴う価格変動リスクを把握しておりま
す。　また、ストレスケースも含めたシナリオ設定による資金利益シミュレー
ションの実施やEaR（アーニング・アット・リスク）の手法等により金利変動に伴
う収益変動リスクについても、定期的にまたは必要に応じ随時、確認しております。

②リスクのコントロール　
　上記の計測・試算結果およびリスク削減等必要な対応については、定期的に
企画委員会で協議のうえ、常務会および理事会で確認しております。
（注）信用集中リスクとは、大口貸出上位20先のうち、債務者区分が要管理先

以下の債務者に対する債権において引当金・担保等で保全されていない金
額が全額損失となった場合の自己資本比率への影響度合いをいい、2018
年3月末現在における当金庫の影響度合いは0.01ポイント未満（リスク
が顕在化した場合でも、自己資本比率への影響はほとんどない）となって
います。また、当金庫の貸出金に占める個人向けの割合は2018年 3月
末現在で99.64％となっています。

　上記金利リスク量については、以下の方法により毎月末時点（有価証券について
は日次）で計測しております。
（1） VaR 計測の前提条件

①計測方法：分散・共分散法　　②観測期間：1年　　③信頼区間：99％
④保有期間：120日

（2）コア預金の定義 
　コア預金とは明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時引き
出される要求払い預金のうち、引き出されることなく長期間金融機関に滞留
する預金のことです。
　当金庫では普通預金および貯蓄預金を対象に、2010年3月末から実績デー
タに基づく内部モデルによりコア預金の定義を行い（コア預金額の認定と期
日＝満期への振り分け）、金利リスクを計測しています。

（3）期限前返済の取り扱い 
　貸出金の金利リスク計測にあたっては、期限前返済は考慮しておりません。

（4）アウトライヤー基準による金利リスクの計測方法 
①計測方法
　計算上の金利ショック幅として99パーセンタイル値を選択し、同幅だけ
イールドカーブを変化させる前後の現在価値の差額をリスク量とする「再
評価方式」を採用しています。 
②金利ショック幅の計測方法
　金利の期間帯を１年以内は１ヵ月単位に、１年超30年以内は1年単位に設
定し、それぞれの期間帯ごとに過去5年分の金利（日次ベース）のそれぞれ240
営業日前の金利との差分を算出し、それらを小さいほうから並び替えて1％
目に相当する差分を1パーセンタイル値、99％目に相当する差分を99パーセ
ンタイル値としています。

　当金庫では、事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産
リスク、風評リスクをオペレーショナル・リスクの対象とし、それぞれに管理担当
部署を定め管理しています。
①リスクの評価・モニタリング 
　各管理部署がリスク状況を常時把握し改善対応にあたるほか、総合的な管理
部署であるリスク統括部が各リスク部門からの管理状況報告等を基にリスク
の評価・分析を行い、企画委員会に報告し、評価結果、改善課題を確認して
おります。

　当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算出し自己資本比率の算定を行っております。なお、当金庫では統合的なリスク管理態勢のもと、当該リスク相
当額をオペレーショナル・リスク量とし、市場リスク等他のリスクと合わせた全体のリスク量が自己資本の一定の範囲内に収まるよう管理しています。

　2017 年度末のリスク管理債権額合計は96億 41百万円で、貸出金残高 1兆 1,422 億 73百万円に占める割合（リ
スク管理債権比率）は0.84％となっています。  
　リスク管理債権の内訳は、「破綻先債権」が 9億 44百万円、「延滞債権」が 82億 78百万円、「３ヵ月以上延滞債権」
が 2億 12百万円、「貸出条件緩和債権」が 2億 6百万円となっています。
　リスク管理債権額合計96億41百万円に対して、担保・保証等による回収見込み額が91億40百万円となっています。
また、「貸倒引当金」を4億 25百万円引き当てています。その結果、保全額は95億 65百万円となり、リスク管理債
権額合計の 99.21％をカバーしています。

　なお、お客様への影響が大きい事案や経営に重大な影響をおよぼす事案等に
関しては、各管理部署がリスク統括部に速やかに報告する等、迅速・的確な
対応が取れるよう態勢の構築に努めております。
②改善対応
　確認された改善課題に関しましては、担当部署が企画委員会での協議を踏ま
え対応策を策定・実施しております。
　なお、実施した対応策については企画委員会で進捗状況、改善効果につい
て評価し、理事会で必要な対応について確認しております。

「リスク管理債権」とは
　何らかの理由により、返済されない等の貸出金のことで、現在、決算時に各金融
機関が公表しているリスク管理債権には、「破綻先債権」「延滞債権」「３ヵ月以上
延滞債権」および「貸出条件緩和債権」があります。

「破綻先債権」とは
　借り手の倒産（個人の場合には、自己破産も）などにより、ろうきんにとって、
返済を受けることが困難になる可能性が高い貸出金のことです。

「延滞債権」とは
　今後上記の「破綻先債権」となる可能性が大きい貸出金、あるいは法的・形式
的な破綻の事実は発生していないものの、実質的には自己破産の状態に陥ってい
る借り手の貸出金のことです。ろうきんにとっては、収入を生まない貸出金のこと
です。「将来において償却すべき貸出金に変わる可能性の高い債権」ということに
なります。

「3ヵ月以上延滞債権」とは
　借り手に収入が入って来なくなる（会社の業績不振等）などの理由で、ろうきん
が元金または利息の支払いを３ヵ月以上受けていない貸出金のことです。正常に返
済される貸出金以上に、相当の注意をもって管理することが求められる貸出金です。

「貸出条件緩和債権」とは
　借り手の経営再建または支援を図り、貸出金の回収を促進することなどを目的と
して、貸出金利の減免や利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄など、借り
手に有利となる取決めを行っている貸出金のことです。（ただし、借り手に有利な条
件であっても、再建・支援目的でなければ、「貸出条件緩和債権」には該当しません。）
　貸し出したお金が回収されることを前提としている点で、「破綻先債権」と異なり
ます。

「担保・保証等による回収見込み額」とは
　リスク管理債権のうち、預金、有価証券および不動産等の確実な担保ならび
に保証機関等の確実な保証先による保証により回収が可能と見込まれる金額
です。

「貸倒引当金」とは
　将来、債権が回収できなくなる可能性に備えて計上する引当金のことで、「個別
貸倒引当金」と「一般貸倒引当金」があります。貸借対照表上の資産の部に予め
控除項目として表示（△）します。
　「個別貸倒引当金」とは、「破綻先債権」と「延滞債権」について、借り手の資
産状況や支払い能力からみて債権の相当部分が回収できないと見込まれることが
明らかになった場合、債権額の一部または全部に相当する金額を計上する貸倒引当
金のことです。
　「一般貸倒引当金」とは、「３ヵ月以上延滞債権」と「貸出条件緩和債権」について、
過去の貸倒実績から求めた予想損失率に基づいて算定した金額を計上する貸倒引
当金のことです。
　なお、引当基準については、貸借対照表に注記していますのでご参照ください。

● 金利リスクに関して内部管理上使用した金利ショックに対する損益または経済的価値の増減額（金利リスク量）

金利リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

金利リスクの算定方法の概要

オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称

リスク管理債権（破綻先・延滞債権・３ヵ月以上延滞債権・
貸出条件緩和債権・合計額）

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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資産査定に係る各種基準の比較表金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
第7条の規定に基づく「資産の査定の公表」

（単位：百万円）

　2018年3月31日現在の資産査定等の状況は以下のとおりです。

（注）1. 金額は決算後（償却後）の計数です。
 2. 単位未満四捨五入しています。分区

金融再生法上の不良債権（A）

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

保全額　（B）

担保・保証等による回収見込み額

貸倒引当金

保全率　（B）（A）（％）

正常債権（C）

合計　（D）=（A）（C）

金融再生法上の不良債権比率 （A）（D）（％）

／
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／
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「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは
　総与信額（貸出金、外国為替、債務保証見返、与信関係未収利息・仮払金等融
資関連の全科目。）のうち、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立
て等の事由によって経営破綻に陥っている借り手に対する債権およびこれに準ずる
債権のことです。

「危険債権」とは
　総与信額（貸出金、外国為替、債務保証見返、与信関係未収利息・仮払金等融
資関連の全科目。）のうち、借り手が経営破綻の状態には至っていないものの、財
務状態・経営成績が悪化して契約に従った債権の元本の回収と利息の受け取りがで
きない可能性が高い債権のことです。

「要管理債権」とは
　貸出金のうち、上記の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」と「危険債権」
を除いた「３ヵ月以上延滞債権」と「貸出条件緩和債権」の合計額のことです。

「正常債権」とは
　総与信額（貸出金、外国為替、債務保証見返、与信関係未収利息・仮払金等融
資関連の全科目。）のうち、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」
および「要管理債権」を除いたもので、借り手の財務状態および経営成績に特に
問題がない債権のことです。

「担保・保証等による回収見込み額」とは
　「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」および「要管理債権」のうち、
預金、有価証券および不動産等の確実な担保ならびに保証機関等確実な保証先に
よる保証により回収が可能と見込まれる金額です。

「貸倒引当金」とは
　「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」および「要管理債権」に
対して計上している個別貸倒引当金と一般貸倒引当金の合計額のことです。
　将来、債権が回収できなくなる可能性に備えて計上する引当金のことで、「個別
貸倒引当金」と「一般貸倒引当金」があります。貸借対照表上の資産の部に予め
控除項目として表示（△）します。
　「個別貸倒引当金」とは、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」と「危険債権」
について、借り手の資産状況や支払い能力からみて債権の相当部分が回収できな
いと見込まれることが明らかになった場合、債権額の一部または全部に相当する金
額を計上する貸倒引当金のことです。
　「一般貸倒引当金」とは、「要管理債権」について、過去の貸倒実績から求めた
予想損失率に基づいて算定した金額を計上する貸倒引当金のことです。
　なお、引当基準については、貸借対照表に注記していますのでご参照ください。

　当金庫の「資産査定の債務者区分」「償却・引当基準」「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権区分」「労働金庫
法施行規則に基づくリスク管理債権」の各種基準を比較すると以下のとおりとなります。
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処理基準

分類

非・Ⅱ分類

非・Ⅱ分類
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区分単位
対象債権

定義

債務者区分

破綻先

実質破綻先

破綻懸念先

要注意先

正常先

その他

労働金庫の償却・引当基準資産査定の債務者区分

労働金庫の資産査定規程

債務者単位
債権
労働金庫の資産査定規程

法的・形式的な経営破綻の事実が発生して
いる債務者

全額を直接償却、あるいは個別貸倒引当金
に繰入れる。　

全額を直接償却、あるいは個別貸倒引当金
に繰入れる。

予想損失率により今後３年間の予想損失額
を見積り、一般貸倒引当金に繰入れる。

予想損失率により今後１年間の予想損失額
を見積り、一般貸倒引当金に繰入れる。

予想損失率により今後１年間の予想損失額
を見積り、一般貸倒引当金に繰入れる。

必要額（予想損失率により今後３年間の予
想損失額を見積る場合もある。）を個別貸
倒引当金に繰入れる。

法的・形式的な経営破綻の事実は発生して
いないものの、深刻な経営難の状態にあ
り、再建の見通しがない状況にあると認め
られるなど実質的に経営破綻に陥っている
債務者

現状、経営破綻の状態にはないが、経営難
の状態にあり、経営改善計画などの進捗状
況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可
能性が大きいと認められる債務者

金利減免・利息棚上げを行っているなど貸
出条件に問題のある債務者、元本返済もし
くは利息支払いが事実上延滞しているなど
履行状況に問題がある債務者のほか、業況
が低調ないしは不安定な債務者又は財務内
容に問題がある債務者など今後の管理に注
意を要する債務者

業況が良好であり、かつ財務内容にも特段
の問題がないと認められる債務者

国及び地方公共団体に対する債権及び被管
理金融機関に対する債権
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1

91

6

378

453

4,752

1,129,048

（注１）

（注１）

（注１）

引当は行わない。（注１）

全額を個別貸倒引当金に繰入れる。

全額を個別貸倒引当金に繰入れる。

（単位：百万円）
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TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2018

資産査定に係る各種基準の比較表金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
第 7条の規定に基づく「資産の査定の公表」

（単位：百万円）

　2018年3月31日現在の資産査定等の状況は以下のとおりです。

（注）1. 金額は決算後（償却後）の計数です。
 2. 単位未満四捨五入しています。分区

金融再生法上の不良債権（A）

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

保全額　（B）

担保・保証等による回収見込み額

貸倒引当金

保全率　（B）（A）（％）

正常債権（C）

合計　（D）=（A）（C）

金融再生法上の不良債権比率 （A）（D）（％）

／

+

／

2017年度末2016年度末

9,131

2,832

5,872

427

9,021

8,494

527

98.79

1,112,649

1,121,779

0.81

9,668

3,529

5,722

418

9,578

9,141

437

99.06

1,134,050

1,143,719

0.85

「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは
　総与信額（貸出金、外国為替、債務保証見返、与信関係未収利息・仮払金等融
資関連の全科目。）のうち、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立
て等の事由によって経営破綻に陥っている借り手に対する債権およびこれに準ずる
債権のことです。

「危険債権」とは
　総与信額（貸出金、外国為替、債務保証見返、与信関係未収利息・仮払金等融
資関連の全科目。）のうち、借り手が経営破綻の状態には至っていないものの、財
務状態・経営成績が悪化して契約に従った債権の元本の回収と利息の受け取りがで
きない可能性が高い債権のことです。

「要管理債権」とは
　貸出金のうち、上記の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」と「危険債権」
を除いた「３ヵ月以上延滞債権」と「貸出条件緩和債権」の合計額のことです。

「正常債権」とは
　総与信額（貸出金、外国為替、債務保証見返、与信関係未収利息・仮払金等融
資関連の全科目。）のうち、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」
および「要管理債権」を除いたもので、借り手の財務状態および経営成績に特に
問題がない債権のことです。

「担保・保証等による回収見込み額」とは
　「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」および「要管理債権」のうち、
預金、有価証券および不動産等の確実な担保ならびに保証機関等確実な保証先に
よる保証により回収が可能と見込まれる金額です。

「貸倒引当金」とは
　「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」および「要管理債権」に
対して計上している個別貸倒引当金と一般貸倒引当金の合計額のことです。
　将来、債権が回収できなくなる可能性に備えて計上する引当金のことで、「個別
貸倒引当金」と「一般貸倒引当金」があります。貸借対照表上の資産の部に予め
控除項目として表示（△）します。
　「個別貸倒引当金」とは、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」と「危険債権」
について、借り手の資産状況や支払い能力からみて債権の相当部分が回収できな
いと見込まれることが明らかになった場合、債権額の一部または全部に相当する金
額を計上する貸倒引当金のことです。
　「一般貸倒引当金」とは、「要管理債権」について、過去の貸倒実績から求めた
予想損失率に基づいて算定した金額を計上する貸倒引当金のことです。
　なお、引当基準については、貸借対照表に注記していますのでご参照ください。

　当金庫の「資産査定の債務者区分」「償却・引当基準」「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権区分」「労働金庫
法施行規則に基づくリスク管理債権」の各種基準を比較すると以下のとおりとなります。

1,011

2,583

5,721

5,206

1,129,048

213

要
注
意
先

要
管
理
先

要管理
債　権

要管理債権
以外（注５）

Ⅳ分類

Ⅲ分類

Ⅳ分類

Ⅲ分類

Ⅲ分類

Ⅱ分類

非分類

Ⅱ分類

非分類

非分類

―

区分単位
対象債権

定義

債務者区分

破綻先

実質破綻先

破綻懸念先

正常先

その他

要管理先以外
の要注意先

債務者単位
債権
処理基準

分類

非・Ⅱ分類

非・Ⅱ分類

非・Ⅱ分類

区分単位
対象債権

定義

債務者区分

破綻先

実質破綻先

破綻懸念先

要注意先

正常先

その他

労働金庫の償却・引当基準資産査定の債務者区分

労働金庫の資産査定規程

債務者単位
債権
労働金庫の資産査定規程

法的・形式的な経営破綻の事実が発生して
いる債務者

全額を直接償却、あるいは個別貸倒引当金
に繰入れる。　

全額を直接償却、あるいは個別貸倒引当金
に繰入れる。

予想損失率により今後３年間の予想損失額
を見積り、一般貸倒引当金に繰入れる。

予想損失率により今後１年間の予想損失額
を見積り、一般貸倒引当金に繰入れる。

予想損失率により今後１年間の予想損失額
を見積り、一般貸倒引当金に繰入れる。

必要額（予想損失率により今後３年間の予
想損失額を見積る場合もある。）を個別貸
倒引当金に繰入れる。

法的・形式的な経営破綻の事実は発生して
いないものの、深刻な経営難の状態にあ
り、再建の見通しがない状況にあると認め
られるなど実質的に経営破綻に陥っている
債務者

現状、経営破綻の状態にはないが、経営難
の状態にあり、経営改善計画などの進捗状
況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可
能性が大きいと認められる債務者

金利減免・利息棚上げを行っているなど貸
出条件に問題のある債務者、元本返済もし
くは利息支払いが事実上延滞しているなど
履行状況に問題がある債務者のほか、業況
が低調ないしは不安定な債務者又は財務内
容に問題がある債務者など今後の管理に注
意を要する債務者

業況が良好であり、かつ財務内容にも特段
の問題がないと認められる債務者

国及び地方公共団体に対する債権及び被管
理金融機関に対する債権

71

1

91

6

378

453

4,752

1,129,048

（注１）

（注１）

（注１）

引当は行わない。（注１）

全額を個別貸倒引当金に繰入れる。

全額を個別貸倒引当金に繰入れる。

（単位：百万円）
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リスク管理債権の区分（労働金庫法に基づく開示）債権の区分（金融再生法に基づく報告・公表）
債権単位債務者単位区分単位
貸出金総与信対象債権

定義 労働金庫等に係る金融機能の再生のための
緊急措置に関する法律施行規則第 2条

定義
債権区分

（注２）

区分単位
対象債権

区分

（注２）

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

（注４）

（注４）

（注４）

破綻先債権

破産更生債権及び
これらに準ずる債権 延滞債権

危険債権
延滞債権

要
管
理
債
権
（
債
権
単
位
）

３ヵ月以上
延滞債権

３ヵ月以上
延滞債権

貸出条件
緩和債権

貸出条件
緩和債権

正常債権（注３）

労働金庫法施行規則第 114条

破産手続開始、更生手続開始、再生手続開
始の申立てなどの事由により経営破綻に
陥っている債務者に対する債権及びこれら
に準ずる債権

債務者が破産、会社更生、民事再生などの
申立てを行ったこと、及び銀行取引停止処
分を受けたことにより未収利息を計上して
いない貸出金 　

元金又は利息支払の遅延が相当期間継続し
ていることなどの事由により元本又は利息
の取立て又は弁済の見込みがなく未収利息
を計上していない貸出金のうち破綻先債権
以外の貸出金

元金又は利息支払が約定支払日の翌日から
３ヵ月以上延滞している貸出金（破綻先債
権、延滞債権を除く）

債務者の経営再建又は支援を図ることを目
的として、金利の減免、利息支払猶予、元
本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に
有利となる取決めを行った貸出金（破綻先
債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権を
除く）

債務者が経営破綻の状況には至っていない
が、財政状態及び経営成績が悪化し、契約
に従った債権の元本の回収及び利息の受け
取りができない可能性の高い債権

経済的困難に陥った債務者の再建又は支援
を図り、当該債権の回収を促進することな
どを目的に、債務者に有利な一定の譲歩を
与える約定条件の改定などを行った貸出金

債務者の財政状態及び経営成績に特に問題
がないものとして、要管理債権、危険債権、
破産更生債権及びこれらに準ずる債権以外
のものに区分される債権

元金又は利息支払が約定支払日の翌日を起
算日として３ヵ月以上延滞している貸出金

　「コンプライアンス」とは、法令や内部の規程類等、さらには、
確立された社会的規範など、あらゆるルールを遵守することを意味
します。
　金融機関は、多数のお客様からお預りしている預金をもとに業務
を営んでおり、その社会的責任と公共的使命から、法令・社会的規
範の遵守にもっとも厳正であることが求められています。
　とりわけ、ろうきんは非営利の勤労者福祉金融機関として、会員
労働組合や勤労者の皆様の信頼にお応えするため、その経営姿勢
には、特に高いレベルの倫理性が求められていると考えています。
　こうした考え方に立ち、当金庫では、「コンプライアンス」を経営
の最重要課題の一つとして位置付け、倫理綱領とコンプライアンス・
プログラムに基づいて、コンプライアンスの実践に役職員一丸となっ
て取り組んでおります。
　コンプライアンスを重視した経営こそが、当金庫をご利用いた
だいている皆様の信頼・期待にお応えすることにつながると考え、
役員を先頭にすべての役職員がコンプライアンスの推進に取り組ん
でいます。

（1）理事および理事会
　理事および理事会は、コンプライアンスの徹底が経営の最重
要課題の一つであると認識し、コンプライアンス基本方針、コン
プライアンス関連規程、コンプライアンス・プログラム、コンプ
ライアンス・マニュアル等を策定しています。また、金庫のコン
プライアンス全般の状況を把握し、法令等遵守態勢の実効性確
保に努めるとともに、コンプライアンス重視の組織風土を醸成す
るために行動しています。

（2）監事および監事会
　監事は、理事会等の重要な会議に出席するとともに、本部・
営業店等の実地調査を行い、金庫運営におけるコンプライアン
スの徹底状況について検証しています。

（3）コンプライアンス委員会
　理事長が委員長となってコンプライアンス委員会を設置し、金庫
のコンプライアンス全般の状況把握を行い、法令等遵守態勢の構
築・整備および実効性の確保に努めるとともに、その結果について、
理事会および監事会に報告しています。なお、コンプライアンス委
員会には、顧問弁護士もメンバーとして出席しています。

（4）法令遵守統括責任者
　副理事長が法令遵守統括責任者となり、コンプライアンス重視
の組織風土の醸成、コンプライアンス体制の構築、コンプライア
ンス違反行為の発生防止など、コンプライアンスに関するすべて
の活動を統括しています。

（5）コンプライアンス統括部門
　コンプライアンス統括部門としてリスク統括部を設置し、コン
プライアンスの状況を一元管理するとともに、コンプライアン
ス全般に関する指導・教育・研修、コンプライアンス違反行為
の原因究明、再発・未然防止策の策定等を行っています。
　また、コンプライアンス全般に関する相談窓口となっています。

（6）法令遵守県統括責任者
　各県本部副本部長が法令遵守県統括責任者となり、コンプラ
イアンス違反行為の発生を防止するため、県内の法令遵守担当
者に必要な助言を与えるとともに、コンプライアンス違反行為が
発生した場合は、コンプライアンス統括部門と連携して、速やか
に事実関係を調査し問題解決を図ることとしています。

（7）法令遵守担当者
　すべての部署で法令遵守担当者が任命され、コンプライアン
スに関する諸施策の具体化と教育・研修の実施、コンプライアン
ス違反の恐れがある行為の統括部門への報告・相談、法令遵守
状況の定期的なモニタリングと統括部門への報告等を行っていま
す。また、各部署におけるコンプライアンスに関する相談窓口と
なっています。

（8）弁護士等、外部の専門家との連携
　必要に応じて、弁護士等の外部の専門家より、コンプライアン
ス態勢全般について、客観的・専門的見地からの助言・チェック
を受けています。

（9）苦情等への対応（金融ＡＤＲ制度への対応）
①苦情処理措置
　当金庫は、お客様からの苦情のお申し出に、公正かつ的
確に対応するため、業務運営体制と内部規則を整備し、そ
の内容をホームページで公表しています。
　苦情は、当金庫営業日（午前9時～午後5時）に、営
業店（電話番号はＰ.45～Ｐ.48参照）か、お客様相談窓口（電
話：0120-191-562）または全国労働金庫協会ろうきん相
談所（電話：0120-177-288）にお申し出ください。

②紛争解決措置
　当金庫は、紛争解決のため、当金庫営業日（午前９時～
午後5時）に上記お客様相談窓口または全国労働金庫協会
ろうきん相談所にお申し出があれば、東京弁護士会（電話：
03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電話：03-3595-
8588）、第二東京弁護士会（電話：03-3581-2249）の仲
裁センター等に取り次ぎいたします。なお、お客様から各弁
護士会等に直接お申し出いただくことも可能です。
　仲裁センター等では、東京都以外の地方の方々からの申
立について、当事者のご希望を伺ったうえで、アクセスに便
利な地域で手続を進める次の方法も用意しています。
ｱ.  移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を  
移管します。（東北で利用可能な県　宮城県・山形県・福島県）

ｲ. 現地調停：東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会
の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議シス
テム等により、共同して解決に当ります。（東北で利用可能
な県　青森県・秋田県・岩手県・山形県・福島県）

法令等遵守の態勢
TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2018

コンプライアンスに対する考え方

コンプライアンス体制

監
事
会

コンプライアンス
体　制

本　部

法令遵守
県統括責任者 法令遵守担当者

営業店

統括部門（事務局）
リスク統括部

法令遵守担当者

コンプライアンス
委員会

法令遵守
統括責任者

理事会

弁護士等
外部専門家

（単位：百万円）

（注１） 一般貸倒引当金は、過去の貸倒実績から求めた予想損失率に基づいて算
定しています。

（注２） 償却・引当基準と金融再生法の差（網かけ部分）は、直接償却額分です。
（注３） 総与信のうち要管理債権に係る貸出金以外の債権（未収利息等）につい

ては、正常債権に含まれます。
（注４） 金融再生法とリスク管理債権の差（網かけ部分）は、「対象債権」の違

いによります。ただし、貸出金元金については、債務者区分により名寄
せを行うので、破綻懸念先以下の貸出金未収利息を名寄せした債務者ご
とに原則どおり一律資産不計上とした場合は、債務者区分の破綻懸念先
以下の貸出金元金合計額と、リスク管理債権の破綻先債権と延滞債権の
合計額が一致します。したがって、債務者区分から集計する金融再生法
の下位二区分の合計額（貸出金分）にも一致することとなります。

（注５） 要管理債権を有する債務者の、３ヵ月以上延滞債権あるいは貸出条件緩
和債権以外の債権が、これに該当します。これらと要管理債権を合計し
たものが、要管理先です。　
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